
　
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
し
ま
す
。

支
給
額（
年
額
）　
10
万
円

 

　
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
自
分
ら
し
い

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、セ

ン
タ
ー
の
社
会
福
祉
士
、主
任
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、看
護
師
が
中
心
と
な
っ
て

必
要
な
援
助
・
支
援
を
包
括
的
に
行

い
ま
す
。

内
容

・
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を

　
継
続
で
き
る
よ
う
、要
支
援
者
等

　
を
対
象
と
し
た
予
防
給
付
お
よ
び

　
介
護
予
防
日
常
生
活
支
援
総
合
事

　
業
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

・
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、近
隣
に
暮

　
ら
す
方
々
の
介
護
に
関
す
る
相
談

　
や
心
配
ご
と
な
ど
、総
合
的
な
相

　
談
に
応
じ
ま
す
。

・
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、

　
虐
待
の
早
期
発
見
に
対
応
す
る
な

　
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
守
る
た

　
調
理
が
困
難
な
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
等
の
方
に
、定
期
的
に
居
宅

に
訪
問
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

事
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、ご
本
人
の

安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

対
象

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
高
齢
者
ま
た
は
身
体
障
害
者
の
み

　
の
世
帯
お
よ
び
こ
れ
に
準
じ
る
世
帯

内
容
　
給
食
業
者
が
調
理
し
た
食
事

を
、昼
食
時
に
各
家
庭
へ
配
達
し
ま

す
。

利
用
料
　
１
食 

５
０
０
円

　
重
度
の
要
介
護
状
態
に
あ
る
高
齢

者
等
を
在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る

方
に
、家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
　
要
介
護
４
、５
と
判
定
さ
れ

た
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
高
齢
者

を
、過
去
１
年
間
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ず
に
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家

族

※

年
間
当
た
り
７
日
間
ま
で
の
短
期

　
入
所
生
活
介
護
ま
た
は
短
期
入
所

　
療
養
介
護
に
つ
い
て
は
、サ
ー
ビ
ス

　
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
高
齢
者
の
心
身
の
状
態
に
合
わ
せ
、

　
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

　
よ
う
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・

　
助
言
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

　
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
在
宅
の
要
援
護
高
齢
者
ま
た
は
要

援
護
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
高
齢
者
を

抱
え
る
家
族
等
の
各
種
相
談
に
対
し

て
、面
接
や
24
時
間
の
電
話
相
談
な

ど
に
応
じ
、ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
各
種
の

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
総
合
的
に

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、公
的
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
手
続
き
に
関
す
る
代
行
申
請

等
も
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
老
人
保
健
施
設「
四
季

の
里
」内
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
１
）５
１
５
５

ら
し
老
人
、ね
た
き
り
老
人
等
に
、日

常
生
活
用
具
を
給
付
ま
た
は
貸
与
し

ま
す
。た
だ
し
、収
入
に
応
じ
て
一
部

自
己
負
担
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

主
な
対
象
品
目
　
電
磁
調
理
器
、自

動
消
火
器
、火
災
警
報
器
等

　
高
齢
者
同
士
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
と
の
交
流
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
方
々
の
健
康

保
持
と
積
極
的
な
社
会
参
加
を
図
り

ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し

の
方

内
容
　
ス
ポ
ー
ツ
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
、入
浴
、会
食
な
ど

利
用
料
　
会
食
に
伴
う
食
材
料
費
１

食 

３
０
０
円

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
８
月
12
・
26
日（
水
）午
前
10

時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高

齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー 

内
２

階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

　
緊
急
通
報
用
の
電
話
機
を
貸
与
し

ま
す
。急
病
や
災
害
等
の
緊
急
時
に

ボ
タ
ン
一
つ
で
海
部
東
部
消
防
署
お

よ
び
協
力
員
に
通
報
で
き
ま
す
。協

力
員
２
名
を
確
保
し
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

対
象

・
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
虚
弱
な
在

　
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
在
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度
身
体

　
障
害
者

・
ね
た
き
り
老
人
ま
た
は
重
度
身
体

　
障
害
者
を
抱
え
る
高
齢
者
の
み
の

　
世
帯
の
方
、ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

　
世
帯
の
方
等

※

ご
使
用
さ
れ
て
い
る
電
話
回
線
の

　
種
別
に
よ
り
ご
利
用
い
た
だ
け
な

　
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ね
た
き
り
老
人
等
の
衛
生
を
保
持

す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
実

施
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ね
た
き
り
状
態

の
方
等

実
施
回
数
　
月
１
回（
寝
具
４
枚
ま
で
）

内
容
　
居
宅
を
訪
問
し
て
寝
具
を
収

集
し
、熱
風
に
よ
る
寝
具
の
乾
燥
お
よ

び
殺
菌
消
毒
を
行
い
配
達
し
ま
す
。

　
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

　
結
婚
生
活
50
年
の
金
婚
夫
婦
の
方

を
お
祝
い
し
ま
す
。

◉
金
婚
夫
婦
に
該
当
す
る
方

　
令
和
２
年
９
月
15
日
現
在
、本
町

に
住
所
が
あ
る
方
で
、婚
姻
生
活
が

50
年
に
な
っ
た
ご
夫
婦（
昭
和
44
年

９
月
16
日
か
ら
昭
和
45
年
９
月
15
日

ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
方
）

申
出
期
間
　
８
月
３
日（
月
）〜
31
日

（
月
）※

土
日
・
祝
日
を
除
く

申
出
方
法
　
次
の
も
の
を
役
場
住
民

課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑

・
お
二
人
で
写
っ
て
い
る
写
真

　（
仲
良
く
前
を
向
い
て
写
っ
て
い
る

　
も
の
）※

広
報
に
掲
載
し
ま
す
。

・
戸
籍
謄
本

　（
本
町
に
本
籍
が
な
い
方
の
み
）

そ
の
他
　
要
件
を
満
た
し
て
い
て
、

今
ま
で
に
申
し
出
て
い
な
い
ご
夫
婦

も
今
年
お
祝
い
を
し
ま
す
の
で
、申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

　
過
去
に
金
婚
夫
婦
と
し
て
お
祝
い

を
受
け
ら
れ
た
方
は
除
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
３･

１
７
４

　　
低
所
得
者
の
方
の
施
設
利
用
（
施

設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
）

が
困
難
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、申
請
に

よ
り
、
食
費
・
居
住
費（
滞
在
費
）の

一
定
額
以
上
は
保
険
給
付
さ
れ
ま
す
。

対
象

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
か
つ
別
世
帯

　
に
配
偶
者
が
い
る
場
合
に
は
、配
偶

　
者
も
住
民
税
非
課
税
の
方

・
預
貯
金
等
が
単
身
１
０
０
０
円
、

　
夫
婦
２
０
０
０
万
円
以
内
の
方　

　（
預
貯
金
等
と
は
、預
貯
金
、信
託
、

　
有
価
証
券
、現
金
な
ど
）

※

負
債
が
あ
る
場
合
は
預
貯
金
等
の

　
額
か
ら
差
し
引
き
ま
す
。

不
正
行
為
へ
の
加
算
金

　
預
貯
金
等
の
申
請
で
不
正
を
行
っ

た
場
合
、
給
付
し
た
額
の
返
還
に
加

え
て
、最
大
で
給
付
額
の
２
倍
の
加
算

金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

❷
同
意
書

❸
代
理
申
請
の
場
合
は
、委
任
状

❹
介
護
保
険
被
保
険
者
証

❺
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

　
カ
ー
ド

❻
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
（
顔
写

　
真
付
で
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
２
点
）

❼
印
鑑

❽
預
貯
金
通
帳
等

　
❶
❷
❸
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

（１日当たり）

本人および世帯全員が住
民税非課税で、老齢福祉
年金の受給者、生活保護
の受給者

利用者負担段階

820 円

820 円

1,310 円

490 円

490 円

1,310 円

490 円
（320円）

490 円
（420円）

1,310 円
（820円）

0円

370 円

370 円

300 円

390 円

650 円

居住費等の負担限度額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室

食費の
負担
限度額

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

本人および世帯全員が住
民税非課税で、合計所得
金額＋課税年金収入額＋
非課税年金収入額が８０万
円以下の方

本人および世帯全員が住
民税非課税で、利用者負
担段階第 2段階以外の方

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、（　）内の金額となります。

緊
急
通
報
装
置

設
置
事
業

金
婚
夫
婦
を

お
祝
い
し
ま
す

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

寝
具
乾
燥
・

消
毒
サ
ー
ビ
ス
事
業

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人

ふ
れ
あ
い
交
流
事
業

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、医
療
や
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、在

宅
医
療
の
相
談
窓
口
と
し
て
、関
係

す
る
医
療
機
関
、介
護
事
業
所
、行
政

機
関
等
と
連
携
を
図
り
、適
切
な
在

宅
医
療
・
介
護
の
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
医
療
と
介
護
の
知
識
を
持
つ
相
談

員
が
常
駐
し
、皆
さ
ん
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
医
療
圏
在
宅
医
療

・
介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ

　
ぽ
）

　
☎
０
５
６
７（
５
８
）５
９
８
９
　

　（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分
）

老
人
日
常
生
活
用
具

給
付
等
事
業
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を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
し
ま
す
。

支
給
額（
年
額
）　
10
万
円

 

　
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
自
分
ら
し
い

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、セ

ン
タ
ー
の
社
会
福
祉
士
、主
任
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、看
護
師
が
中
心
と
な
っ
て

必
要
な
援
助
・
支
援
を
包
括
的
に
行

い
ま
す
。

内
容

・
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を

　
継
続
で
き
る
よ
う
、要
支
援
者
等

　
を
対
象
と
し
た
予
防
給
付
お
よ
び

　
介
護
予
防
日
常
生
活
支
援
総
合
事

　
業
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

・
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、近
隣
に
暮

　
ら
す
方
々
の
介
護
に
関
す
る
相
談

　
や
心
配
ご
と
な
ど
、総
合
的
な
相

　
談
に
応
じ
ま
す
。

・
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、

　
虐
待
の
早
期
発
見
に
対
応
す
る
な

　
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
守
る
た

　
調
理
が
困
難
な
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
等
の
方
に
、定
期
的
に
居
宅

に
訪
問
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

事
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、ご
本
人
の

安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

対
象

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
高
齢
者
ま
た
は
身
体
障
害
者
の
み

　
の
世
帯
お
よ
び
こ
れ
に
準
じ
る
世
帯

内
容
　
給
食
業
者
が
調
理
し
た
食
事

を
、昼
食
時
に
各
家
庭
へ
配
達
し
ま

す
。

利
用
料
　
１
食 

５
０
０
円

　
重
度
の
要
介
護
状
態
に
あ
る
高
齢

者
等
を
在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る

方
に
、家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
　
要
介
護
４
、５
と
判
定
さ
れ

た
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
高
齢
者

を
、過
去
１
年
間
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ず
に
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家

族

※

年
間
当
た
り
７
日
間
ま
で
の
短
期

　
入
所
生
活
介
護
ま
た
は
短
期
入
所

　
療
養
介
護
に
つ
い
て
は
、サ
ー
ビ
ス

　
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
高
齢
者
の
心
身
の
状
態
に
合
わ
せ
、

　
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

　
よ
う
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・

　
助
言
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

　
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
在
宅
の
要
援
護
高
齢
者
ま
た
は
要

援
護
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
高
齢
者
を

抱
え
る
家
族
等
の
各
種
相
談
に
対
し

て
、面
接
や
24
時
間
の
電
話
相
談
な

ど
に
応
じ
、ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
各
種
の

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
総
合
的
に

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、公
的
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
手
続
き
に
関
す
る
代
行
申
請

等
も
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
老
人
保
健
施
設「
四
季

の
里
」内
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
１
）５
１
５
５

ら
し
老
人
、ね
た
き
り
老
人
等
に
、日

常
生
活
用
具
を
給
付
ま
た
は
貸
与
し

ま
す
。た
だ
し
、収
入
に
応
じ
て
一
部

自
己
負
担
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

主
な
対
象
品
目
　
電
磁
調
理
器
、自

動
消
火
器
、火
災
警
報
器
等

　
高
齢
者
同
士
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
と
の
交
流
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
方
々
の
健
康

保
持
と
積
極
的
な
社
会
参
加
を
図
り

ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し

の
方

内
容
　
ス
ポ
ー
ツ
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
、入
浴
、会
食
な
ど

利
用
料
　
会
食
に
伴
う
食
材
料
費
１

食 

３
０
０
円

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
８
月
12
・
26
日（
水
）午
前
10

時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高

齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー 

内
２

階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

　
緊
急
通
報
用
の
電
話
機
を
貸
与
し

ま
す
。急
病
や
災
害
等
の
緊
急
時
に

ボ
タ
ン
一
つ
で
海
部
東
部
消
防
署
お

よ
び
協
力
員
に
通
報
で
き
ま
す
。協

力
員
２
名
を
確
保
し
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

対
象

・
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
虚
弱
な
在

　
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
在
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度
身
体

　
障
害
者

・
ね
た
き
り
老
人
ま
た
は
重
度
身
体

　
障
害
者
を
抱
え
る
高
齢
者
の
み
の

　
世
帯
の
方
、ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

　
世
帯
の
方
等

※

ご
使
用
さ
れ
て
い
る
電
話
回
線
の

　
種
別
に
よ
り
ご
利
用
い
た
だ
け
な

　
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ね
た
き
り
老
人
等
の
衛
生
を
保
持

す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
実

施
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ね
た
き
り
状
態

の
方
等

実
施
回
数
　
月
１
回（
寝
具
４
枚
ま
で
）

内
容
　
居
宅
を
訪
問
し
て
寝
具
を
収

集
し
、熱
風
に
よ
る
寝
具
の
乾
燥
お
よ

び
殺
菌
消
毒
を
行
い
配
達
し
ま
す
。

　
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

　
結
婚
生
活
50
年
の
金
婚
夫
婦
の
方

を
お
祝
い
し
ま
す
。

◉
金
婚
夫
婦
に
該
当
す
る
方

　
令
和
２
年
９
月
15
日
現
在
、本
町

に
住
所
が
あ
る
方
で
、婚
姻
生
活
が

50
年
に
な
っ
た
ご
夫
婦（
昭
和
44
年

９
月
16
日
か
ら
昭
和
45
年
９
月
15
日

ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
方
）

申
出
期
間
　
８
月
３
日（
月
）〜
31
日

（
月
）※

土
日
・
祝
日
を
除
く

申
出
方
法
　
次
の
も
の
を
役
場
住
民

課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑

・
お
二
人
で
写
っ
て
い
る
写
真

　（
仲
良
く
前
を
向
い
て
写
っ
て
い
る

　
も
の
）※

広
報
に
掲
載
し
ま
す
。

・
戸
籍
謄
本

　（
本
町
に
本
籍
が
な
い
方
の
み
）

そ
の
他
　
要
件
を
満
た
し
て
い
て
、

今
ま
で
に
申
し
出
て
い
な
い
ご
夫
婦

も
今
年
お
祝
い
を
し
ま
す
の
で
、申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

　
過
去
に
金
婚
夫
婦
と
し
て
お
祝
い

を
受
け
ら
れ
た
方
は
除
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
３･

１
７
４

　　
低
所
得
者
の
方
の
施
設
利
用
（
施

設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
）

が
困
難
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、申
請
に

よ
り
、
食
費
・
居
住
費（
滞
在
費
）の

一
定
額
以
上
は
保
険
給
付
さ
れ
ま
す
。

対
象

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
か
つ
別
世
帯

　
に
配
偶
者
が
い
る
場
合
に
は
、配
偶

　
者
も
住
民
税
非
課
税
の
方

・
預
貯
金
等
が
単
身
１
０
０
０
円
、

　
夫
婦
２
０
０
０
万
円
以
内
の
方　

　（
預
貯
金
等
と
は
、預
貯
金
、信
託
、

　
有
価
証
券
、現
金
な
ど
）

※

負
債
が
あ
る
場
合
は
預
貯
金
等
の

　
額
か
ら
差
し
引
き
ま
す
。

不
正
行
為
へ
の
加
算
金

　
預
貯
金
等
の
申
請
で
不
正
を
行
っ

た
場
合
、
給
付
し
た
額
の
返
還
に
加

え
て
、最
大
で
給
付
額
の
２
倍
の
加
算

金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

❷
同
意
書

❸
代
理
申
請
の
場
合
は
、委
任
状

❹
介
護
保
険
被
保
険
者
証

❺
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

　
カ
ー
ド

❻
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
（
顔
写

　
真
付
で
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
２
点
）

❼
印
鑑

❽
預
貯
金
通
帳
等

　
❶
❷
❸
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

（１日当たり）

本人および世帯全員が住
民税非課税で、老齢福祉
年金の受給者、生活保護
の受給者

利用者負担段階

820 円

820 円

1,310 円

490 円

490 円

1,310 円

490 円
（320円）

490 円
（420円）

1,310 円
（820円）

0円

370 円

370 円

300 円

390 円

650 円

居住費等の負担限度額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室

食費の
負担
限度額

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

本人および世帯全員が住
民税非課税で、合計所得
金額＋課税年金収入額＋
非課税年金収入額が８０万
円以下の方

本人および世帯全員が住
民税非課税で、利用者負
担段階第 2段階以外の方

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、（　）内の金額となります。

緊
急
通
報
装
置

設
置
事
業

金
婚
夫
婦
を

お
祝
い
し
ま
す

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

寝
具
乾
燥
・

消
毒
サ
ー
ビ
ス
事
業

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人

ふ
れ
あ
い
交
流
事
業

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、医
療
や
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、在

宅
医
療
の
相
談
窓
口
と
し
て
、関
係

す
る
医
療
機
関
、介
護
事
業
所
、行
政

機
関
等
と
連
携
を
図
り
、適
切
な
在

宅
医
療
・
介
護
の
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
医
療
と
介
護
の
知
識
を
持
つ
相
談

員
が
常
駐
し
、皆
さ
ん
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
医
療
圏
在
宅
医
療

・
介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ

　
ぽ
）

　
☎
０
５
６
７（
５
８
）５
９
８
９
　

　（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分
）

老
人
日
常
生
活
用
具

給
付
等
事
業
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を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
し
ま
す
。

支
給
額（
年
額
）　
10
万
円

 

　
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
自
分
ら
し
い

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、セ

ン
タ
ー
の
社
会
福
祉
士
、主
任
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、看
護
師
が
中
心
と
な
っ
て

必
要
な
援
助
・
支
援
を
包
括
的
に
行

い
ま
す
。

内
容

・
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を

　
継
続
で
き
る
よ
う
、要
支
援
者
等

　
を
対
象
と
し
た
予
防
給
付
お
よ
び

　
介
護
予
防
日
常
生
活
支
援
総
合
事

　
業
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

・
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、近
隣
に
暮

　
ら
す
方
々
の
介
護
に
関
す
る
相
談

　
や
心
配
ご
と
な
ど
、総
合
的
な
相

　
談
に
応
じ
ま
す
。

・
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、

　
虐
待
の
早
期
発
見
に
対
応
す
る
な

　
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
守
る
た

　
調
理
が
困
難
な
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
等
の
方
に
、定
期
的
に
居
宅

に
訪
問
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

事
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、ご
本
人
の

安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

対
象

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
高
齢
者
ま
た
は
身
体
障
害
者
の
み

　
の
世
帯
お
よ
び
こ
れ
に
準
じ
る
世
帯

内
容
　
給
食
業
者
が
調
理
し
た
食
事

を
、昼
食
時
に
各
家
庭
へ
配
達
し
ま

す
。

利
用
料
　
１
食 

５
０
０
円

　
重
度
の
要
介
護
状
態
に
あ
る
高
齢

者
等
を
在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る

方
に
、家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
　
要
介
護
４
、５
と
判
定
さ
れ

た
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
高
齢
者

を
、過
去
１
年
間
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ず
に
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家

族

※

年
間
当
た
り
７
日
間
ま
で
の
短
期

　
入
所
生
活
介
護
ま
た
は
短
期
入
所

　
療
養
介
護
に
つ
い
て
は
、サ
ー
ビ
ス

　
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
高
齢
者
の
心
身
の
状
態
に
合
わ
せ
、

　
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

　
よ
う
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・

　
助
言
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

　
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
在
宅
の
要
援
護
高
齢
者
ま
た
は
要

援
護
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
高
齢
者
を

抱
え
る
家
族
等
の
各
種
相
談
に
対
し

て
、面
接
や
24
時
間
の
電
話
相
談
な

ど
に
応
じ
、ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
各
種
の

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
総
合
的
に

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、公
的
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
手
続
き
に
関
す
る
代
行
申
請

等
も
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
老
人
保
健
施
設「
四
季

の
里
」内
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
１
）５
１
５
５

ら
し
老
人
、ね
た
き
り
老
人
等
に
、日

常
生
活
用
具
を
給
付
ま
た
は
貸
与
し

ま
す
。た
だ
し
、収
入
に
応
じ
て
一
部

自
己
負
担
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

主
な
対
象
品
目
　
電
磁
調
理
器
、自

動
消
火
器
、火
災
警
報
器
等

　
高
齢
者
同
士
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
と
の
交
流
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
方
々
の
健
康

保
持
と
積
極
的
な
社
会
参
加
を
図
り

ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し

の
方

内
容
　
ス
ポ
ー
ツ
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
、入
浴
、会
食
な
ど

利
用
料
　
会
食
に
伴
う
食
材
料
費
１

食 

３
０
０
円

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
８
月
12
・
26
日（
水
）午
前
10

時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高

齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー 

内
２

階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

　
緊
急
通
報
用
の
電
話
機
を
貸
与
し

ま
す
。急
病
や
災
害
等
の
緊
急
時
に

ボ
タ
ン
一
つ
で
海
部
東
部
消
防
署
お

よ
び
協
力
員
に
通
報
で
き
ま
す
。協

力
員
２
名
を
確
保
し
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

対
象

・
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
虚
弱
な
在

　
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

・
在
宅
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度
身
体

　
障
害
者

・
ね
た
き
り
老
人
ま
た
は
重
度
身
体

　
障
害
者
を
抱
え
る
高
齢
者
の
み
の

　
世
帯
の
方
、ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

　
世
帯
の
方
等

※

ご
使
用
さ
れ
て
い
る
電
話
回
線
の

　
種
別
に
よ
り
ご
利
用
い
た
だ
け
な

　
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ね
た
き
り
老
人
等
の
衛
生
を
保
持

す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
実

施
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

対
象
　
65
歳
以
上
で
ね
た
き
り
状
態

の
方
等

実
施
回
数
　
月
１
回（
寝
具
４
枚
ま
で
）

内
容
　
居
宅
を
訪
問
し
て
寝
具
を
収

集
し
、熱
風
に
よ
る
寝
具
の
乾
燥
お
よ

び
殺
菌
消
毒
を
行
い
配
達
し
ま
す
。

　
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

　
結
婚
生
活
50
年
の
金
婚
夫
婦
の
方

を
お
祝
い
し
ま
す
。

◉
金
婚
夫
婦
に
該
当
す
る
方

　
令
和
２
年
９
月
15
日
現
在
、本
町

に
住
所
が
あ
る
方
で
、婚
姻
生
活
が

50
年
に
な
っ
た
ご
夫
婦（
昭
和
44
年

９
月
16
日
か
ら
昭
和
45
年
９
月
15
日

ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
方
）

申
出
期
間
　
８
月
３
日（
月
）〜
31
日

（
月
）※

土
日
・
祝
日
を
除
く

申
出
方
法
　
次
の
も
の
を
役
場
住
民

課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑

・
お
二
人
で
写
っ
て
い
る
写
真

　（
仲
良
く
前
を
向
い
て
写
っ
て
い
る

　
も
の
）※

広
報
に
掲
載
し
ま
す
。

・
戸
籍
謄
本

　（
本
町
に
本
籍
が
な
い
方
の
み
）

そ
の
他
　
要
件
を
満
た
し
て
い
て
、

今
ま
で
に
申
し
出
て
い
な
い
ご
夫
婦

も
今
年
お
祝
い
を
し
ま
す
の
で
、申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

　
過
去
に
金
婚
夫
婦
と
し
て
お
祝
い

を
受
け
ら
れ
た
方
は
除
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
３･

１
７
４

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

家
族
介
護
慰
労
事
業

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー

（
あ
ま
さ
ぽ
）

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、医
療
や
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、在

宅
医
療
の
相
談
窓
口
と
し
て
、関
係

す
る
医
療
機
関
、介
護
事
業
所
、行
政

機
関
等
と
連
携
を
図
り
、適
切
な
在

宅
医
療
・
介
護
の
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
医
療
と
介
護
の
知
識
を
持
つ
相
談

員
が
常
駐
し
、皆
さ
ん
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
医
療
圏
在
宅
医
療

・
介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ

　
ぽ
）

　
☎
０
５
６
７（
５
８
）５
９
８
９
　

　（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分
）

9月から令和３年３月末までの間に、キャッシュレス決済でお買い物またはチャージ
をすると、最大5,000円分のお買い物ポイント（マイナポイント）が戻ってきます。

たとえば４人家族なら．．．

スマホまたはパソコンでマイナンバーカードを読み取って、専用サイト「マイキープラットフォー
ム」にアクセスします。
画面の指示に従って、マイナポイントの予約を完了してください。
予約の無い方は、ポイント還元が受けられません。
「自分のスマホはマイナンバーカードの読み取りができない」「カードリーダが無い」「やり方が
分からない」といった方は、役場住民課におまかせください。
無料でマイナポイントの予約のお手伝いをします。

マイナンバーカードは、身分証明とマイナンバー提示の両方の機能を持ったカードです。
税や児童手当、保育所入所の手続きなど、マイナンバーを提示する機会はたくさんありますが、
令和３年３月からは、健康保険証としての利用が始まります。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひお早めにお作りください。
申請は、役場住民課の無料オンライン申請代行サービスが便利！お時間は15分程度。
本人確認書類等は必要ありませんので、手ぶらでお越しください。
問合せ先　役場　住民課　内線121・174

選んだキャッシュレス決済サービスで、９月から令和３年３月末までの間にお買い物またはチャー
ジをすると、還元率25％のマイナポイント（上限5,000円分）がもらえます。
もらったマイナポイントは、選んだキャッシュレス決済サービスでお買い物に使えます。
マイナポイント還元対象者に年齢制限はありません。

（注）お買い物またはチャージの際に、マイナンバーカードは使いません。

予約が完了したら、キャッシュレス決済サービスを１つ選んで申し込みます。
手続きは以上です。
選べるキャッシュレス決済サービスは、マイナポイントサイトでご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　 で検索

これからは手放せない！マイナンバーカード

支払いまたはチャージで
マイナポイント25％還元

還元されたポイントは
お買い物に使えます

＋ ＋ ＋ ＝
5,000㌽　 5,000㌽　 5,000㌽　 5,000㌽

まずはマイナポイントの予約申し込みから

続いてキャッシュレス決済サービスを選ぶ

マイナポイント事業

最大20,000円分
戻ってきます！
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